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「フグの衛生確保について」の一部改正について 

 

 

フグの取扱いについては、「フグの衛生確保について」（昭和58年12月２日付け環乳第

59号厚生省環境衛生局長通知）（以下「局長通知」という。）及び「フグの衛生確保につ

いて」（昭和58年12月２日付け環乳第59号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知）により取

り扱っているところです。 

今般、局長通知別表３を別紙の通り改正しましたので、その取扱いについて遺漏のな

いよう配意いただくとともに、関係者への周知方よろしくお願いします。 

 


